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熊本県告示第９４５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により次のように保安林の指 
定施業要件を変更するので、同法第３３条の３において準用する同法第３３条第６項にお 
いて準用する同条第１項の規定により告示する。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県人吉市（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 落石の危険の防止 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    人吉市（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに人吉市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
 

第１１７５１号 

平成 20 年 10 月 28 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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熊本県告示第９４６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により次のように保安林の指 
定施業要件を変更するので、同法第３３条の３において準用する同法第３３条第６項にお 
いて準用する同条第１項の規定により告示する。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県人吉市（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 公衆の保健 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    人吉市（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに人吉市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第９４７号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１
４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５４条の２第１項の規定によ
り指定介護機関を次のとおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（訪問介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 訪問介護ステーションよろこび 
 上益城郡嘉島町下六嘉３２２０ 

 番地２ 

 株式会社ひかり企画 
 八代市塩屋町７号２番地 

 平成２０年８月２ 

 ８日 

 
（訪問看護）                                                                     

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 訪問看護ステーションきらり 
 下益城郡美里町中小路８３５番 

 地 

 医療法人愛生会 
 下益城郡美里町中小路８３５番

 地                          

 平成２０年８月２ 

 ２日 

 
（通所介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 さくらの杜みさと 
 菊池市隈府１１９５番地５ 

 有限会社菊池地域居宅サービス

 支援センター 
 菊池市隈府１５８２番地６ 

 平成２０年９月８ 

 日             

 曲野デイサービスセンター 
 宇城市松橋町曲野４番地１ 

 株式会社かめつる健康福祉会 
 宇城市松橋町曲野４番地１ 

 平成２０年９月３ 
 日 

 
（福祉用具貸与）                                                                 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 介護用品トータルケア 
 八代市大村町３８４番地１ 

 株式会社トータル・ケア・サー

 ビス 
 八代市大村町３８４番地１ 

 平成２０年９月４ 

 日             
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（認知症対応型共同生活介護）                                                     

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 グループホーム桜の里     
 球磨郡水上村大字岩野２６５８ 

 番地１ 

 社会福祉法人御薬園     

 球磨郡水上村大字岩野２６５８

 番地１                      

 平成２０年９月１ 

 ７日             

 
（小規模多機能型居宅介護）                                                       

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 小規模多機能事業所ぬくもり  
 宇土市松山町１９０８番地１  

 特別医療法人再生会     

 宇土市松山町１９０１番地 
 平成２０年９月９ 

 日           
 
（介護予防訪問介護）                                                             

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 訪問介護ステーションよろこび 
 上益城郡嘉島町下六嘉３２２０ 

 番地２ 

 株式会社ひかり企画 
 八代市塩屋町７号２番地 

 平成２０年８月２ 
 ８日 

 
（介護予防訪問看護）                                                             

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 訪問看護ステーションきらり 
 下益城郡美里町中小路８３５番 

 地 

 医療法人愛生会 
 下益城郡美里町中小路８３５番

 地                          

 平成２０年８月２ 

 ２日 

 
（介護予防通所介護）                                                             

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 さくらの杜みさと 
 菊池市隈府１１９５番地５ 

 有限会社菊池地域居宅サービス

 支援センター 
 菊池市隈府１５８２番地６ 

 平成２０年９月８ 

 日               

 曲野デイサービスセンター 
 宇城市松橋町曲野４番地１ 

 株式会社かめつる健康福祉会 
 宇城市松橋町曲野４番地１ 

 平成２０年９月３ 
 日               

 大塚病院デイサービスつくしん 

 ぼ 
 鹿本郡植木町豊田６０５番地１ 

 医療法人社団元照会 
 鹿本郡植木町豊田６０３番地 

 平成２０年９月１ 
 日 

 
（介護予防福祉用具貸与） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 介護用品トータルケア 
 八代市大村町３８４番地１ 

 株式会社トータル・ケア・サー

 ビス 
 八代市大村町３８４番地１ 

 平成２０年９月４ 
 日               

 
（介護予防小規模多機能型居宅介護）                                               

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 小規模多機能事業所ぬくもり  
 宇土市松山町１９０８番地１  

 特別医療法人再生会     

 宇土市松山町１９０１番地 
 平成２０年９月９ 
 日               

 
（特定福祉用具販売）                                                         

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
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 介護用品トータルケア 
 八代市大村町３８４番地１ 

 株式会社トータル・ケア・サー

 ビス 
 八代市大村町３８４番地１ 

 平成２０年９月４ 
 日               

 
（特定介護予防福祉用具販売）                                                     

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 介護用品トータルケア 
 八代市大村町３８４番地１ 

 株式会社トータル・ケア・サー

 ビス 
 八代市大村町３８４番地１ 

 平成２０年９月４ 
 日               

 
 
熊本県告示第９４８号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字竹藪５９８番１、字黒釜川内 
 １０５３番１４、１０５３番１７、字恵ケ久保１６９７番１、字先峠１８１９番、字四 
 方須１８３０番１、字日尻返１８９１番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び熊本県天草地域振興局並び 
に天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第９４９号 
 熊本県景観条例（昭和６２年熊本県条例第７号）第１６条第４項の規定により次の協定
を景観形成住民協定として認定したので、同条第５項の規定により告示する。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 協定者の名称 
  玉名市高瀬地区 
２ 協定の名称 
  玉名市高瀬地区景観形成住民協定 
３ 協定の対象区域 
  玉名市大字高瀬の一部、秋丸の一部 
４ 協定締結年月日 
  平成２０年９月２６日 
５ 協定の有効期限 
  協定締結日から１０年間 
６ 知事の認定した年月日 
  平成２０年１０月１７日 

 
 
熊本県告示第９５０号  
  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第７条第１項の規定により
少年に有害な興行として平成２０年１０月２１日次のように指定したので、同条第２項の
規定により告示する。 
    平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

  種 別      題       名 指  定  理 由

  有害指定 
  映画 

   

浪速ノーパン娘 我慢でけへん（オーピー） 
股間 連発テクニック（新東宝） 
痴漢電車 聖子のお尻（新東宝） 
人妻拷問（新東宝） 

  著しく性的感

情を刺激し、少

年の健全な育成

を阻害するおそ
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濡れ続けた女 吸いつく下半身（新東宝） 
黒の挑発 未亡人が疼くとき（新日本） 
新妻奥さん 背徳の匂い（新日本） 
発情妻 口いっぱいの欲望（新東宝） 
義母狂い 夫、義父、息子（新日本） 
不倫女将 濡れた失楽園（新東宝） 
ノーパン尼寺 熟れた茂み（新日本） 
制服の誘惑 優しく抱いて（オーピー） 

れがある。 

 
 
熊本県告示第９５１号 
 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定に基づき公有水面埋立
てを免許したので、同法第１１条の規定により次のとおり告示する。 
  平成２０年１０月２８日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 免許年月日 
  平成２０年１０月２１日 
２ 出願者の住所及び氏名 
     熊本市水前寺六丁目１８番１号 塩屋漁港管理者 熊本県 代表者 熊本県知事 
  蒲島 郁夫 
３ 埋立区域 
 （１）位置 

  平成７年１０月９日付け熊本県指令漁第５３号の免許に係る埋立地地先、並びに
熊本市河内町河内字鵜通洞又１４７２の１、又１４７２の２、１５７２の１、１４
７３の１、１４７４の１、１４７５の１、１４７６、１４７９の５及びこれらの区
域に隣接介在する無番地（道）に隣接する無番地地先、並びに１４７９の５、１４
７９の６、１４８１の２、１４８２、字民洞２２１４、２２１５、２２２０、２２
２１、２２２５の１及びこれらの区域に介在する無番地（道）地先公有水面 

  （２）区域 
 次の１の地点から５の地点までを順次直線で結んだ線、５の地点から６の地点を
結ぶ平成７年１０月９日付け熊本県指令漁第５３号の免許に係る埋立地と公有水面
との境界線（ＤＬ＋４．５８メートル）、６の地点から２９の地点までを順次直線
で結んだ線、及び２９の地点と１の地点を結ぶ平成１９年秋分の日の満潮位（ＤＬ
＋４．５８メートル）の公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域 
１の地点 塩屋漁港燈台（北緯３２度４８分５８秒、東経１３０度３５分２１秒） 
    から２０度２８分４８秒 ８８３．３６８メートルの地点 
２の地点 １の地点から １９２度４７分２４秒 ８５．７６９メートルの地点 
３の地点 ２の地点から １８６度４６分５５秒 ８．９４３メートルの地点  
４の地点 ３の地点から １７４度４５分５５秒 ８．９４３メートルの地点  
５の地点 ４の地点から １６８度４５分２６秒 ６６．４６８メートルの地点 
６の地点 ５の地点から ２５８度４２分００秒 ３１．０９２メートルの地点 
７の地点 ６の地点から ３４８度４０分１５秒 ２８．３７２メートルの地点 
８の地点 ７の地点から ２５８度４１分２６秒 ７１．０３２メートルの地点 
９の地点 ８の地点から ２３９度２４分０３秒 ４．２３８メートルの地点  
１０の地点 ９の地点から ２５８度４１分２６秒 １５．３７４メートルの地点
１１の地点 １０の地点から ２６５度１４分４５秒 １４．３０９メートルの地 
             点                       
１２の地点 １１の地点から ２７８度２１分２３秒 １４．３０９メートルの地 
             点                       
１３の地点 １２の地点から ２９１度２８分０２秒 １４．３０９メートルの地 
             点                       
１４の地点 １３の地点から ３０４度３４分４１秒 １４．３０９メートルの地 
             点                       
１５の地点 １４の地点から ３１１度０８分００秒 ２８２．３５２メートルの 
             地点                      
１６の地点 １５の地点から ３１６度４５分３３秒 １４．４４４メートルの地 
             点                       
１７の地点 １６の地点から ３２８度００分３８秒 １４．４４４メートルの地 
             点                       
１８の地点 １７の地点から ３３９度１５分４３秒 １４．４４４メートルの地 
             点                       
１９の地点 １８の地点から ３５０度３０分４７秒 １４．４４４メートルの地 
             点                       
２０の地点 １９の地点から １度４５分５２秒 １４．４４４メートルの地点 
２１の地点 ２０の地点から １３度００分５７秒 １４．４４４メートルの地点
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２２の地点 ２１の地点から ２４度１６分０２秒 １４．４４４メートルの地点
２３の地点 ２２の地点から ３５度３１分０７秒 １４．４４４メートルの地点
２４の地点 ２３の地点から ４１度０８分３９秒 １４０．９８４メートルの地 
             点                       
２５の地点 ２４の地点から ３５度４８分０２秒 ７．８８５メートルの地点 
２６の地点 ２５の地点から ２５度０６分４５秒 ７．８８５メートルの地点 
２７の地点 ２６の地点から １４度２５分２８秒 ７．８８５メートルの地点 
２８の地点 ２７の地点から ３度４４分１１秒 ７．８８５メートルの地点  
２９の地点 ２８の地点から ３５８度２３分４５秒 ４．０４２メートルの地点 

 （３）面積 
   １０８，４５９．１５平方メートル 
４ 埋立てに関する工事の施行区域 
 （１）位置 

 平成７年１０月９日付け熊本県指令漁第５３号の免許に係る埋立地地内、並びに
熊本市河内町河内字鵜通洞又１４７２の１、又１４７２の２、１５７２の１、１４
７３の１、１４７４の１、１４７５の１、１４７６、１４７９の５及びこれらの区
域に隣接介在する無番地（道）に隣接する無番地地内、並びに１４７９の５、１４
７９の６、１４８１の２、１４８２、字民洞２２１４、２２１５、２２２０、２２
２１、２２２５の１及びこれらの区域に介在する無番地（道）地内並びにこれらの
地先公有水面 

  （２）区域 
    次のＡの地点からＧの地点までを順次直線で結んだ線及びＧの地点とＡの地点を

結んだ線により囲まれた区域 
Ａの地点 塩屋漁港燈台（北緯３２度４８分５８秒、東経１３０度３５分２１秒） 
    から３１度４１分５４秒 ６６０．９７５メートルの地点  
Ｂの地点 Ａの地点から ２５８度４１分２６秒 ２０１．０８１メートルの地点
Ｃの地点 Ｂの地点から ３１１度０８分００秒 ５７６．９５８メートルの地点
Ｄの地点 Ｃの地点から ４１度０８分３９秒 ３５５．３５６メートルの地点 
Ｅの地点 Ｄの地点から １３０度０１分０１秒 １８０．５６３メートルの地点
Ｆの地点 Ｅの地点から １１０度０８分１０秒 ６６．３９８メートルの地点 
Ｇの地点 Ｆの地点から １４０度４０分０９秒 ２７４．２８１メートルの地点 

  （３）面積 
      ２２１，３５７．０５平方メートル 
５ 埋立地の用途 
      漁港施設用地 
   公園緑地用地  
 
 
 
 
 
熊本県公告第７３１号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営福
本・富地区土地改良事業（区画整理）の計画を変更したので、同条第６項において準用す
る同法第８７条第５項の規定により公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧
に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 

変更後の県営福本・富地区土地改良事業（区画整理）計画書の写し 
２ 縦覧期間 
  平成２０年１０月２９日から平成２０年１１月２７日まで 
３ 縦覧場所 
  菊池市役所 

 
 
熊本県公告第７３２号 
 次のとおり県有林立木を公売する。 
  平成２０年１０月２８日 
                                              熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
１ 物件の所在及び数量 
 (１) 主伐 阿蘇市波野講和記念造林山崎団地（５４年生） 
        すぎ     ４，８７７本    ３，０１２．０７立方メートル 
        ひのき       ３８１本            ２４２．３１立方メートル 
        計         ５，２５８本        ３，２５４．３８立方メートル 
  (２) 主伐 阿蘇郡高森町御大礼記念模範林清栄山団地（４７～６５年生） 

 公  告 
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        すぎ     ４，８９５本    ２，４７０．０４立方メートル 
        ひのき       ５３２本          ３２６．３５立方メートル 
        計         ５，４２７本        ２，７９６．３９立方メートル 
  (３) 主伐 阿蘇郡高森町御大礼記念模範林山神団地（４８～５６年生） 
        すぎ     ５，１３６本    ３，５９６．９７立方メートル 
       ひのき          ６０本             ３６．４６立方メートル 
        計           ５，１９６本       ３，６３３．４３立方メートル 
  (４)  主伐 八代市泉町講和記念造林横平団地Ａ（４２～８０年生） 
        すぎ     ２，８７２本    ２，８９３．７８立方メートル 
        ひのき           ６０本            ７４．５５立方メートル 
        計           ２，９３２本        ２，９６８．３３立方メートル 
  (５)  主伐 八代市泉町講和記念造林横平団地Ｂ（４２～５７年生） 
        すぎ     ５，５８７本        ４，５５２．７５立方メートル 
        ひのき       ２０９本             ８４．５６立方メートル 
        計         ５，７９６本        ４，６３７．３１立方メートル 
  (６)  主伐 球磨郡水上村講和記念造林上古川団地（４３～５６年生） 
        すぎ    １２，７４１本        ７，２４６．０３立方メートル 
        まつ          ２００本            ２５１．５８立方メートル 
        もみ            ７４本            １６８．２８立方メートル 
        計        １３，０１５本        ７，６６５．８９立方メートル 
２ 入札参加資格 
      木材業又は製材業を営む者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 
 (１)  過去２年以内に木材取引の実績のある者 
 (２)  過去２年以内に熊本県が行った県有林立木処分に係る入札に参加した者 
 (３)  林業事業体としての認定を受けている者 
 (４)  平成２０年３月３１日時点で、熊本県木材業者及び製材業者登録条例による登録 
   を受けていた者 
３ 入札及び開札の日時及び場所 
  (１)  日時 
        平成２０年１１月２６日（水曜日） 
        １の（１）から（６）までに掲げる物件  午前１０時入札 即時開札 
  (２)  場所 
        熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁行政棟本館地下１階入札室 
４ 入札保証金 
    競争入札に参加しようとする者は、入札執行の際、入札見積金額に消費税及び地方消 
 費税相当額を加算した金額の１００分の５以上の額を現金又は銀行支払保証小切手によ 
 り納入するものとする。また、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は熊本県 
 に帰属する。 
５ 無効入札に関する事項 
  入札に参加する資格のない者が行った入札及び９の注意事項に違反した入札は、無効 
 とする。 
６ 契約締結期限 
  契約締結の期限は、平成２０年１２月２日（火曜日）とする。 
７ 契約保証金 
  契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の１０以上の額を現金

又は銀行支払保証小切手により納入するものとする。 
８ 現場説明の日時及び集合場所 
 (１) 阿蘇市波野講和記念造林山崎団地並びに阿蘇郡高森町御大礼記念模範林清栄山団 
   地及び山神団地 平成２０年１１月１２日（水曜日）午前１０時 阿蘇郡高森町 
   「阿蘇郡森林組合高森支所」 
 (２)  八代市泉町講和記念造林横平団地Ａ・Ｂ 平成２０年１１月１３日（木曜日）午 
   前１０時 八代市泉町樅木「平家の里駐車場」 
  (３) 球磨郡水上村講和記念造林上古川団地 平成２０年１１月１４日（金曜日）午後 
   １時 球磨郡水上村「水上村役場駐車場」 
９ 注意事項 
 (１) 入札希望者は、当該物件を熟覧し、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１ 
   １号）及び熊本県県有林立木等売払代金の延納に関する規則（昭和３２年熊本県規 
   則第５１号）を承知のうえ入札すること。 
  (２)  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相 
   当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て 
   た金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税 
   事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分 
      の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 
  (３)  郵便による入札は認めない。 
  (４)  入札当日、応札者で２の（１）に該当するものは、木材取引に係る契約書の写し 
   等（市場の出荷証明書等を含む。）を持参すること。 
１０ 問い合わせ先 
   詳細については、熊本県農林水産部森林整備課県有林班又は最寄りの熊本県地域振 
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  興局農林部林務課若しくは森林保全課に問い合わせること。 
 

 
熊本県公告第７３３号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 葦北郡芦北町大字湯浦１５０５番地１ 
２ 築造者の氏名 社会福祉法人光輪会 
３ 道路の位置 葦北郡芦北町大字湯浦字白砂１５０６番６、同１５０６番７及び同１５ 
        ０６番８ 
４ 道路の幅員 ６．３５メートルから６．４０メートルまで 
５ 道路の延長 ５８．２０メートル 
６ 指定年月日 平成２０年１０月１７日 
７ 指定番号 芦北企調第１５号 

 
 
熊本県公告第７３４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２０年１０月２８日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡御船町大字辺田見字中道１８４番４、同１８９番１、同１８９番２、同１９

０番１、同１９１番１、同１９２番１、同１９３番の一部、同１９４番１、同１９４番
２の一部、同１９５番１、同１９５番２、同１９６番、同１９７番、同１９８番、同１
９９番、同２００番、同２０１番１、同２０１番２、同２０６番１、同２０６番２、同
２０６番３、同２０７番、同２０８番１、同２０８番３、同字馬場３５２番１、同３５
２番３、同３５３番、同３５４番、同３５８番、同３５９番並びに里道及び水路の一部 

  ２４，５２０．３９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
    熊本市龍田七丁目２０番１２号 
  綜合開発株式会社 

 
 
熊本県公告第７３５号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付書
類を縦覧に供する。     
  平成２０年１０月２８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  サンリブ八代 
  八代市本町一丁目７番５９号 
２ 変更しようとする事項 
  (１)  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
     ア  駐車場の位置及び収容台数 

駐車場 変更前 変更後 

№１ 建物西側 
№２ 建物西側別敷地 
№３ 建物西南側別敷地 

    ８台 
   ３９台 
    ９台 

   ６台 
   ５０台 
  （閉鎖）

        計   ５６台   ５６台 
      イ 駐輪場の位置及び収容台数           

駐輪場 変更前 変更後 

建物西側 
建物西側 

   ５台 
  １８台 

  （閉鎖）

   ２３台 
        計   ２３台   ２３台 

  (２) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
      ア 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

駐車場 変更前 変更後 
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№１ 建物西側 
№２ 建物西側別敷地 
№３ 建物西南側別敷地 

   １箇所 
   １箇所 
   １箇所 

  １箇所 
   １箇所 
  （閉鎖）

        計   ３箇所   ２箇所 
      イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐車場 変更前 変更後 

№１ 建物西側 
№２ 建物西側別敷地 
№３ 建物西南側別敷地 

午前8時30分～午前0時30分

午前8時30分～午前0時30分

午前8時30分～午後8時30分

午前8時30分～午前0時30分

午前8時30分～午前0時30分  

（閉鎖）         
３ 変更する年月日 
  平成２０年１１月１日 
４ 変更する理由 
  (１) №３駐車場の地権者より返還要請があったため 
 (２)  駐輪場利用者の利便性の向上を図るため 
５ 届出年月日 
  平成２０年１０月１４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び八代地域振興局総務振興課 
    平成２０年１０月２８日から平成２１年２月２８まで 

 
 
熊本県公告第７３６号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２０年１０月２８日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

宇土市岩古曽町字岩津２０４０番２、同２０４２番３，同２０４４番１、同２０４５番
１、同２０４５番１１、同２０４５番１２、同２０４６番１、同２０４７番１、同２０
４８番１、同２０４９番、同２０５０番５、同２０５１番１、同２０５２番１、同２０
５３番１、同２０５４番１、同２０５４番４、同２０６３番１の一部、同２０６３番６、
同字潤川２０８２番１の一部、同２０８２番４の一部、同花園町字硴塚１０番、同１１
番１、同６６番１、里道及び水路 

  ３２，９４３．３３平方メートル 
２ 開発を受けた者の住所及び氏名（名称） 

宇土市岩古曽町２０６３番地１ 
株式会社カネムラエコワークス 

 
 
熊本県公告第７３７号 
 平成２０年５月２日付けで天草市に事務所を置く本渡土地改良区理事長 塩田實治から
申請のあった中岳地区土地改良事業（区画整理）計画の変更については、平成２０年１０
月１４日付けで認可したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１１
項の規定により公告する。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 
 
熊本県公告第７３８号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営鹿
本北部二期地区（枝浦工区）土地改良事業（農業用道路）の計画を変更したので、同条第
６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の
写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２０年１０月２８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営鹿本北部二期地区（枝浦工区）土地改良事業（農業用道路）計画書の写
し 

２ 縦覧期間 
平成２０年１０月２９日から平成２０年１１月２７日まで 

３ 縦覧場所 
山鹿市役所 
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熊本県公共事業再評価監視委員会公告第８号 
 平成２０年度第１０回熊本県公共事業再評価監視委員会を次のとおり開催する。 
 なお、当該委員会の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２０年１０月２８日 
                   熊本県公共事業再評価監視委員会       
１ 開催日時 
  平成２０年１１月７日（金） 
  １３時００分から１７時００分まで 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 
３ 議題 
 （１） 平成２０年度熊本県公共事業再評価対象事業について 
   ・付帯意見について 
 （２） その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、委員会の開催予定時刻までに、当該委員会の会場において、委 
    員会の委員長の許可を得た上で、委員会の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県公共事業再評価監視委員会事務局（熊本県土木部土木技術管理室） 
  電話096-333-2490 

 
 
公告 
  熊本県環境影響評価条例（平成１２年熊本県条例第６１号）第５条第１項の規定により
熊本県公共関与管理型最終処分場建設事業に関する環境影響評価方法書を作成したので、
同条例第７条の規定に基づき次のとおり関係書類を縦覧に供する。 
  平成２０年１０月２８日 
             財団法人熊本県環境整備事業団 理事長 兵谷 芳康    
１ 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
 (１) 名称 財団法人熊本県環境整備事業団 
   代表者氏名 理事長 兵谷 芳康 
 (２) 所在地 熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
２ 対象事業の名称、種類及び規模 
 (１) 名称 熊本県公共関与管理型最終処分場建設事業 
 (２) 種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条 
      第１項に規定する産業廃棄物処理施設（管理型最終処分場）の設置 
 (３) 規模 埋立面積 39,300平方メートル 
３ 対象事業実施区域の位置 
  熊本県玉名郡南関町大字下坂下地内 
４ 条例第６条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域 
  熊本県玉名郡南関町の一部、熊本県玉名郡和水町の一部及び熊本県玉名市の一部 
５ 方法書の縦覧の場所、期間及び時間 
 (１) 場所 熊本県庁（環境生活部廃棄物対策課及び新館１階情報プラザ） 

熊本県玉名総合庁舎（１階県民ホール） 
南関町役場（住民課）  
和水町役場（税務住民課） 
玉名市役所（市民環境部環境整備課） 

 (２) 期間 平成２０年１０月２８日から平成２０年１１月２７日まで（土曜日、日曜日 
      及び祝日を除く。） 
 (３) 時間 午前８時３０分から午後５時まで 
６ 意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項 
  方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、書面で次により事業者に 
 提出することができる。 
 (１) 提出期限 平成２０年１２月１１日 
 (２) 提出先  〒８６２－０９５０ 熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
        財団法人熊本県環境整備事業団 
         (事務局：熊本県環境生活部廃棄物対策課内） 
 (３) 意見書の提出に必要な事項 
  意見書には次に掲げる事項を記載すること。 

 登載依頼 
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ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその
名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

イ 意見書の提出の対象である方法書の名称 
ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見及びその理由（日本語により記載

すること。） 
 
 
 
 
 
  平成２０年３月６日熊本県条例第１１号（熊本県病院局職員の給与の種類及び基準に関 
する条例）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 
ページ 行 正 誤 

１６ １１   条例第４８号   条例第４８条 

１７ １７  使用しなければ通勤   使用しなれば通勤 

１７ ６０  国民の祝日に関する法律   国民の休日に関する法律 

１８ １２  祝日法による休日等  祝日法により休日等 

１８ １６   職員の在職期間   職員の在職機関 

１８ ４７   これに相当する額   これに相当する金額 
 

 
  平成２０年１０月１６日熊本県訓令第５０号（熊本県会計規則に規定する帳簿及び書類 
の様式を定める訓令の一部を改正する訓令）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 
ページ 様式 正 誤 

別記第４号の２様式 
（表面) 

振替払込請求書兼受領証 振替払込請求書兼受領書 ３ 

別記第４号の２様式 
（裏面) 

受領証 受領書 

 

 正  誤 


